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上大和田町会 会則 

 

第１章 名 称 

第１条 この会は、上大和田町会（以下「本会」という。）と称する。 

 

第２章 事務所 

第２条 本会の事務所は、八王子市大和田町６丁目１５番３号上大和田町会会 

館内に置く。 

 

第３章 目 的 

第３条 本会は、上大和田町会の発展と会員相互の円満な共同生活を維持する 

ことを目的とする。 

 

第４章 事 業 

第４条 本会は、前条の目的を達成すため次の事業を行う。 

（１）会員相互の親睦に関すること 

（２）会員の文化向上に関すること 

（３）会員の福利厚生に関すること 

（４）会員の保健衛生に関すること 

（５）会員の防犯・防災に関すること 

（６）町内各種団体の育成、援助、協力に関すること 

（７）会館の維持管理に関すること 

（８）その他、本会の目的達成に必要なこと  

 

第５章 会 員 

第５条 本会の会員は、上大和田区域（大和田５丁目の一部、大和田６丁目、 

 ７丁目及び暁町の一部を含む）に居住する世帯の代表者及びその同居の家族 

並びに所在する法人及び団体の代表者をもって構成する。 

２ 本会の趣旨に賛同し、本会の活動を賛助する個人、法人及び団体は賛助会

員となることができる。なお、賛助会員については、賛助会員規定に定める。 

 

第６条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を町会長に提出

しなければならない。 

２ 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとする。 

（１）本人から別に定める退会届書が提出されたとき 

（２）上大和田町会区域内に住所及び不動産所有権を有しなくなったとき 
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第６章 役 員 

第７条 本会には、次の役員を置く。 

（１）町会長   １名 

（２）副町会長  若干名 

（３）執行役員  若干名 

（４）会計    ２名 

（５）会計監査  ２名 

（６）理事    各区に１名 

（７）副理事   各区に１名 

 

第８条 本会に特別役員として顧問及び相談役を置くことができる。 

  

第７章 役員の任務 

第９条 役員は、次の職務を行う。 

２ 町会長は、本会を代表し会務を統括する。 

３ 副町会長及び執行役員は、町会長を補佐し、町会長に事故あるときは、そ

の職務を代理する。また、総務、書記、部及び諸団体をそれぞれ分担し、業務を

統括する。 

４ 会計は、現金の出納、収入支出の記録簿等の経理を司り、その資産の管理 

 を行う。 

５ 会計監査は、会計年度終了後１ヶ月以内に会計を監査し、その結果を総会 

 に報告する。 

６ 理事は、自己の属する区を代表し、次の事項を行う。 

（１）回覧板の回付等の住民相互の連絡 

（２）町会費の集金及び会員の入退会報告 

（３）理事会で決定された各種募金活動等の集金 

（４）会員死亡の情報連絡 

（５）防犯灯故障の情報連絡 

（６）事業への参加 

（７）その他、必要な事項 

７ 副理事は、自己の属する区の理事が補佐し、理事に事故あるときは、その 

 任務を代行する。 

 

第８章 役員の選任 

第１０条 役員の選任は、次の各項に定めるところとする。 

２ 町会長は、副町会長、執行役員、会計から構成される役員会から会員の 

中から推薦を行い、理事会の承認を得て選任する。 
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３ 副町会長及び執行役員は、町会長が会員の中から若干名を推薦し、理事会

の承認を得て選任する。 

４ 会計は、町会長が会員の中から２名推薦し、理事会の承認を得て選任する。 

５ 会計監査は、役員会が会員の中から２名推薦し、理事会の承認を得て選任 

 する。 

６ 理事及び副理事は、区において選出する。ただし、その選出方法について 

 は各区の自主性に委ねるものとする。 

 

第９章 役員の任期 

第１１条 役員の任期は、次の各号に定めるところとする。 

（１）町会長の任期は２カ年とし、３期までを原則とする。ただし、役員会、

理事会の総意と総会の承認により任期を延長できる。 

(２）副町会長及び執行役員の任期は，これを選任した町会町の任期満了ま  

でとする。ただし、次期町会長がこれを副町会長及び執行役員として再任

することはなんら妨げない。 

（３）会計の任期は２カ年とし、２期４年を限度とする 

（４）会計監査の任期は、これを選任した町会長の任期満了までとする 

（５）理事及び副理事の任期は、１カ年から２カ年とする。ただし、区の事  

情により変則の交替も認められる。なお、再任をさまたげないものとす

る。 

２ 補欠または代理の役員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

第１０章 組 織 

第１２条 本会は、別に定める区域区割により区を置く。なお、何等かの事 

 情で変更する必要が生じたときは、その都度調整する。 

２ 本会の組織は、別表組織図のとおりとする。 

 

 

第１１章 会 議 

第１３条 本会は、次の会議により運営される。 

（１）総会 

（２）理事会 

（３）役員会 

（４）部会 

（５）実行委員会 
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第１２章 総 会 

第１４条 総会は、本会の最高議決機関で、理事をもって構成する。 

 

第１５条 定期総会は、毎年４月に開催し、事業報告・会計報告・予算案・事業

計画その他の重要事項を審議、議決する。 

２ 定期総会には、各種団体の代表者その他の来賓を招待することができる。 

３ 定期総会に招待する来賓の範囲、人員については役員会でその都度定める。 

 

第１６条 総会は、理事の２分の１以上の出席により成立し、議決はその過半

数によって決定し、賛否同数の場合は議長が決定する。 

２ 総会の議長は町会長がこれを務める。 

 

第１７条 臨時総会は、町会長が必要と認めたとき又は理事の１０人以上の要

求があったとき、町会長が招集する。 

２ 臨時総会は、第１４条及び第１６条の規定を準用する。この場合において、

これらの規定中「総会」とあるのは「臨時総会」と読み替えるものとする。 

 

第１８条 次の事項は、総会の議決を得なければならない。 

（１）会則の変更 

（２）会員多数に亘る町会費の変更 

（２）その他本会の運営上重要な事項 

 

第１９条 総会及び臨時総会に欠席する理事は、議長に委任状を提出しなけれ

ばならない。 

 

第１３章 理事会 

第２０条 理事会は、総会に次ぐ議決機関であり、会計監査及び副理事を除く

役員を以って構成する。ただし、理事の欠席の区については副理事が代理を

する。 

 

第２１条 理事会は、理事の２分の１以上の出席により成立し、議決はその過

半数によって決定し、賛否同数の場合は議長が決定する。 

２ 理事会の議長は町会長がこれを務める。 

 

第２２条 理事会は、原則として毎月第２土曜日の定例理事会のほか、町会長

が必要と認めたとき及び５名以上の理事により要求があったとき、町会長が

招集する。 
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２ 理事会の議長は、町会長がこれを務める。 

 

第２３条 理事会は、次の事項について審議、議決する。 

（１）役員会の提案に関する事項 

（２）部の提案に関する事項 

（３）区会員の意思を代表した理事の提案に関する事項 

（４）町会における各種団体の承認、取り消しに関する事項 

（５）町会長の諮問に関する事項 

 

 

第１４章 役員会 

第２４条 役員会は、本会の執行機関で町会長、副町会長、執行役員及び会計

を以って構成する。 

 

第２５条 役員会は、次の事項を執行し、総会及び理事会に対してその責任を

負う。 

（１）総会及び理事会の議決に基づく事項 

（２）年度事業計画及び予算案の作成提案 

（３）総会及び理事会に対する提案と報告 

（４）その他、本会の運営に関すること 

 

第２６条 役員会は、事業の執行について、理事会の承認を得てその業務を理

事会又は部に委嘱することができる。 

 

  

第１５章 部 

第２７条 本会は、次の部を置く。 

（１）防災部 

（２）防犯部 

（３）広報部 

（４）婦人厚生部 

（５）ＩＴ文化部 

（６）環境部 

（７）交通部   
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第２８条 理事の部への所属は、町会長が委託する。 

 

第２９条 部長は、町会長が会員の中から選任し、副部長は、部員の互選によ

って選出する。 

 

第３０条 部は、次の事項を行う。 

（１）理事会の諮問に関する事項 

（２）役員会より委嘱された事項 

（３）部の年度事業計画、予算案の作成及び役員会への原案提出 

（４）部活動に必要な器具、備品、その他の資産の維持、保管 

（５）その他、部活動の推進に必要な事項 

 

第１６章 実行委員会 

第３１条 町会長は、必要に応じて実行委員会を設置することができる。 

 

第１７章 会計年度 

第３２条 本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了する。 

 

第１８章 収 入 

第３３条 本会の収入は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１）町会費 

（２）補助金及び交付金 

（３）会館の貸出しに伴う収入 

（４）活動に伴う収入 

（５）資産から生ずる果実 

（６）その他の収入 

 

第１９章 町会費 

第３４条 会員は、町会維持のため応分の負担を行うものとし。負担額は別途

町会費規定で定める。 

２ 町会に加入する場合、加入届を提出した月の翌月１日より納入する。 

３ 町会より転出する場合、転出する月以降の前納分については、その年度内

に限り、申し出により返却できるものとする。 

 

第２０章 支 出 

第３５条 本会の支出は、当該年度予算計画に基づき行われる。 
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２ 前項の規定にかかわらず、毎年度開始後に予算が総会において議決されて 

 いない場合には、町会長は、総会において予算が議決されるまでの間は、前

年度の予算を基準として支出することができる。 

 

第２１章 町会の中立 

第３６条 本会は、会員相互の円満な親睦融和のため、特定の政党、宗教団体 

 に対して支持同調は行わず、各自の自由として一切の干渉をしない。 

また、町会運営及び第３条の目的に反しないかぎり、一部住民の自治活動

は自由とする。 

更に地域の開発、建築計画等に町会としてみだりに介入せず、周辺住民の

意思を尊重し、支援要請のあるときのみ協議、対応する。 

 

第２２章 個人情報の保護 

第３７条 個人情報は、人格尊重の理念の下、適正に取り扱う。  

２ 本会は、名簿に掲載する為の住所、氏名や、町会で保管する緊急連絡先 

など、活動に必要な範囲内においてのみ、適正に個人情報を取得する。 

 

第３８条 本会は、以下の利用目的の範囲内で個人情報を利用する。 

（１）会員相互の親睦のため 

（２）名簿の作成・配布のため 

（３）会報、その他連絡物を送付するため 

（４）緊急連絡のため 

（５）地域住民の相談に応じ、必要な援助を行うため 

 

第３９条 本会は、以下の法令に基づく場合などを除き、第三者に個人情報を 

提供しない。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合 

（３）公衆衛生・児童の健全育成に必要な場合 

（４）国、地方公共団体等に協力する場合 

 

第４０条 本会は管理担当者を定め、個人情報を安全な場所に保管し、退会し 

た会員の情報など保管に必要のなくなった情報は裁断、廃棄する。 
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第２３章 各種団体 

第４１条 会員の親睦融和を図るため各種団体を置くことができる。 

２ 各種団体は、会員をもって構成する。 

３ 各種団体が承認を受けようとするときは、町会長に会則等を提出しなけれ 

 ばならない。 

４ 第２３条第１項第４号の規定において承認された各種団体の活動に対し、 

補助金を支出することができる。 

５ 補助金を受けている各種団体は、毎年会計年度終了後２カ月以内に決算書 

 を町会長に提出しなければならない。 

 

第２４章 弔慰金 

第４２条 会員が死亡したとき、町会長又はその代理人は、別に定める弔慰金

規定に基づく弔慰金を持参して弔意を表す。 

 

   第２５章 見舞金 

第４３条 会員が火災、災害等の被害を受けたときは、理事会の決定によって 

見舞金の支出又は見舞品を送ることができる。 

 

第２６章 帳簿及び書類 

第４４条 本会の事務所には、会則、会員名簿、総会及び役員会並びに理事会 

 の議事録、収入支出に関する帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

 

第２７章 委任規定 

第４５条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総 

 会において別に定める。 
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 附 則 

１．この会則は、平成１９年５月２０日から施行する 

町会会則の改定履歴 

制定  昭和            大和田４丁目町会 

改定  昭和４７年９月 一部改定  大和田４丁目町会 

    昭和５１年７月 一部改定  上大和田町会 

    昭和 ３年５月 全部改定  上大和田町会 

    平成 ５年５月 全部改定  大和田西町会 

    平成 ９年５月 一部改定  大和田西町会 

    平成１０年５月 一部改定  大和田西町会 

    平成１４年５月 一部改定  大和田西町会 

    平成１７年９月 町名変更  上大和田町会 

    平成２５年４月 一部改定  青年部設置・町会費改定 

    平成２６年４月 一部改定  個人情報保護規定・入退会規定の追加 

平成２７年４月 一部改定  町会長任期・議長・部  

    令和 ４年４月 一部改定  ブロック長の記載削除及び部の新設等 

           付属規定の一部改訂等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


